
鹿児島県における地域活性化の実績 平成28年4月１日時点

国土地理院承認　平14総複　第149号

※「白地図KenMap」の地図画像データを使用

No. 認定日 地域名 計画名 No. 認定日 市町村名 計画名
15 H20.7.9 垂水市の全域 垂水市障害児（者）生活支援小規模多機能サービス特区 2 H25.3.29 鹿児島市 鹿児島市中心市街地活性化基本計画
16 H22.11.30 奄美市の区域の一部（狩猟可能区域） 奄美大島奄美市ノヤギ特区
17 H22.11.30 特17 奄美大島大和村ノヤギ特区
18 H22.11.30 特18 奄美大島宇検村ノヤギ特区 No. 指定日 地方公共団体の名称 総合特区名
19 H22.11.30 特19 奄美大島瀬戸内町ノヤギ特区 1 H25.2.15 （地域）鹿児島県 九州アジア観光アイランド総合特区
20 H22.11.30 特20 奄美大島龍郷町ノヤギ特区
21 H23.6.29 大島郡徳之島町の全域 徳之島地域資源果実酒・リキュール特区 No. 認定日 地方公共団体の名称 総合特区名
22 H26.6.27 伊佐市の全域 伊佐市子ども発達支援センター安心安全給食特区 1 H25.6.28 （地域）鹿児島県 九州アジア観光アイランド総合特区
23 H28.3.30 姶良市の全域 姶良市ドクダミ草リキュール特区

【地域活性化モデルケース　選定】
No. 選定日 地方公共団体の名称 事業名

No. 認定日 地域名 計画名
19 H18.11.16 鹿児島県の全域 産学官連携等による「かごしま産業おこしへの挑戦」地域再生計画
47 H26.3.28 姶良市の全域 あいら☆山～川～海のつながり再生計画
48 H26.6.27 地48 水源資源の効率的な供給と地域間交流の促進計画
49 H26.6.27 奄美市の全域 離島奄美の特性を生かした創造的で多様な産業の活性化計画
50 H27.3.27 地50 交通ネットワークを有効活用した健全なまちづくり計画
51 H27.3.27 地51 地域の魅力的な資源を生かしたまちづくり計画
52 H27.3.27 鹿児島市の全域 世界につながる鹿児島・観光交流活力創出プロジェクト

53 H27.3.27 鹿児島市の全域 「水と緑が輝くまちかごしま」水環境再生計画

54 H27.3.27 志布志市の全域 志布志市地域再生計画「志×志プロジェクト（シシプロジェクト）」
55 H28.3.15 地55 鹿児島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進計画
56 H27.6.30 地56 「明治日本の産業革命遺産」の理解増進・情報発信（インタープリテーション）等による地域再生計画

特17
特18
特19
特20
地48
地50
地51

地56

地55

鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於
市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市及び姶良市並びに鹿児島
県薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、錦江町、南大隅町及
び肝付町、熊毛郡中種子町、南種子町及び屋久島町並びに大島郡大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜
界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町及び与論町の全域
釜石市、伊豆の国市、萩市、北九州市、大牟田市、中間市、佐賀市、長崎市、荒尾市、宇城市及び鹿児島市の全域

【構造改革特別区域制度】

【地域再生制度】

【中心市街地活性化基本計画】

2

世界につながる鹿児島・まちなか創造プロジェクト～ワンランク上
の交流・定住・癒しのステージへ～

大島郡大和村の区域の一部（狩猟可能区域）
大島郡宇検村の区域の一部（狩猟可能区域）

H26.5.29

「観光クラスターによるサステナブルでかつ自助自立的な発展のための地域活性化戦
略」及び「鹿児島発『地方公共団体と国外大学との包括協定による連携』を核とした外需
獲得型の地域活性化モデル」

【総合特別区域　指定】

【総合特別区域計画　認定】

鹿児島市

鹿児島県、霧島市、指宿市、
屋久島町

H26.5.29

大島郡瀬戸内町の区域の一部（狩猟可能区域）

1

大島郡龍郷町の区域の一部（狩猟可能区域）
鹿屋市及び指宿市並びに鹿児島県鹿児島郡十島村、肝属郡錦江町及び南大隅町並びに熊毛郡屋久島町の区域の一部(高須港、指宿港、小宝島港、切石港、元浦港、南之浜港、大根占港、根占港、安房港、今和泉漁港及び城之前漁港）

阿久根市、薩摩川内市及び伊佐市並びに鹿児島県薩摩郡さつま町の全域
日置市及びいちき串木野市の全域

鹿児島県の全域

●地19

●モ2

●特21

●特18

●特19

●特17
●特20

●特16

●地49

●地50

●地52

●地53

●中2

●モ1

●地56

●地48

●モ2

●地48

●地49

●特22

●地51

●地51

●特15

●地48

◎凡例

＜項目＞ ＜表記＞

・構造改革特別区域計画 ●特

・地域再生計画 ●地

・中心市街地活性化基本計画 ●中

・総合特別区域指定 ○総※国・地

・ 〃 計画認定 ●総※国・地

○総地1
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県及び鹿児島県の区域

●総地1
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県及び鹿児島県の区域

●地55

鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、

出水市、指宿市、西之表市、垂水市、

薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、

いちき串木野市、南さつま市、志布志市、

奄美市、南九州市、伊佐市及び姶良市

並びに鹿児島県薩摩郡さつま町、

出水郡長島町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、

肝属郡東串良町、錦江町、南大隅町及び肝付町、

熊毛郡中種子町、南種子町及び屋久島町

並びに大島郡大和村、宇検村、瀬戸内町、

龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、

伊仙町、和泊町、知名町及び与論町の全域

●特23

●地47

●地48

●モ2

●地54

●地27

●地51

●地48

●モ2

●地48

●地50

●地51


